
 

神奈川県 測量業務共通仕様書(令和 3年版) 神奈川県 測量業務共通仕様書(令和 2年版) 摘 要 

第 102 条 用語の定義 

27．「書面」とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記録

し、署名又は押印したものを有効とする。ただし、管理技術者及び調

査職員の氏名並びに連絡先（電話番号）を記載した場合は、署名又は

押印を省略することができる。 

（１）緊急を要する場合は、ファクシミリまたは電子メールにより伝達

できるものとするが、後日書面と差し換えるものとする。 

第 102 条 用語の定義 

27．「書面」とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記録

し、署名又は捺印したものを有効とする。 

（１）緊急を要する場合は、ファクシミリまたは電子メールにより伝達

できるものとするが、後日書面と差し換えるものとする。 

 

 

 

（修正） 

（追加） 

 

第 129 条 再委託 

１．契約書第６条第１項に規定する「主たる部分」とは次の各号に掲

げるものをいい、受注者はこれを再委託することはできない。 

（１）測量業務における総合的企画、業務遂行管理及び技術的判断等 

２．契約書第６条第３項ただし書きに規定する「軽微な部分」は、コ

ピー、ワープロ、印刷、製本、速記録の作成、トレース、計算処理

（単純な電算処理に限る）、データ入力、アンケート票の配布、資

料の収集・単純な集計、電子納品の作成補助、測量機器等の賃借、

その他特記仕様書に定める事項とする。 

第 129 条 再委託 

１．契約書第７条第１項に規定する「主たる部分」とは次の各号に掲

げるものをいい、受注者はこれを再委託することはできない。 

（１）測量業務における総合的企画、業務遂行管理及び技術的判断等 

２．契約書第７条第３項ただし書きに規定する「軽微な部分」は、コ

ピー、ワープロ、印刷、製本、速記録の作成、トレース、計算処理

（単純な電算処理に限る）、データ入力、アンケート票の配布、資

料の収集・単純な集計、電子納品の作成補助、測量機器等の賃借、

その他特記仕様書に定める事項とする。 

 

（修正） 

第 130 条 成果物の使用等 

１．受注者は、契約書第５条第４項の定めに従い、発注者の承諾を得

て単独で又は他の者と共同で、成果物を発表することができる。 

２．受注者は、著作権、特許権その他第三者の権利の対象となってい

る測量方法等の使用に関し、設計図書に明示がなく、その費用負担

を契約書第７条に基づき発注者に求める場合には、第三者と補償条

件の交渉を行う前に発注者の承諾を受けなければならない。 

第 130 条 成果物の使用等 

１．受注者は、契約書第６条第４項の定めに従い、発注者の承諾を得

て単独で又は他の者と共同で、成果物を発表することができる。 

２．受注者は、著作権、特許権その他第三者の権利の対象となってい

る測量方法等の使用に関し、設計図書に明示がなく、その費用負担

を契約書第８条に基づき発注者に求める場合には、第三者と補償条

件の交渉を行う前に発注者の承諾を受けなければならない。 

 

（修正） 

 

 

 

 

（修正） 
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神奈川県地質・土質調査業務共通仕様書(令和３年版) 神奈川県地質・土質調査業務共通仕様書(令和２年版)  

第102条 用語の定義 

27．「書面」とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記

録し、署名又は押印したものを有効とする。ただし、管理技術者及

び調査職員の氏名並びに連絡先（電話番号）を記載した場合は、署

名又は押印を省略することができる。 

（１）緊急を要する場合は、ファクシミリまたは電子メールにより伝

達できるものとするが、後日書面と差し換えるものとする。 

（２）電子納品を行う場合は、別途調査職員と協議するものとする。 

第102条 用語の定義 

27．「書面」とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記

録し、署名又は捺印したものを有効とする。 

（１）緊急を要する場合は、ファクシミリまたは電子メールにより伝

達できるものとするが、後日書面と差し換えるものとする。 

（２）電子納品を行う場合は、別途調査職員と協議するものとする。 

 

 

（修正） 

（追加） 

 

第109条 照査技術者及び照査の実施 

２．設計図書に照査技術者の配置の定めのある場合は、下記に示す内

容によるものとする。 

（５）照査技術者は、特記仕様書に定める照査報告毎における照査結

果の照査報告書及び報告完了時における全体の照査報告書をとり

まとめ、照査技術者の責において署名のうえ管理技術者に提出する

ものとする。 

第109条 照査技術者及び照査の実施 

２．設計図書に照査技術者の配置の定めのある場合は、下記に示す内

容によるものとする。 

（５）照査技術者は、特記仕様書に定める照査報告毎における照査結

果の照査報告書及び報告完了時における全体の照査報告書をとり

まとめ、照査技術者の責において署名捺印のうえ管理技術者に提出

するものとする。 

 

 

 

 

 

（削除） 

129条 再委託 

１．契約書第６条第１項に規定する「主たる部分」とは次の各号に掲

げるものをいい受注者は、これを再委託することはできない。 

（１）調査業務における総合的企画、業務遂行管理及び技術的判断 

（２）解析業務における手法の決定及び技術的判断 

２．契約書第６条第３項ただし書きに規定する「軽微な部分」は、コ

ピー、ワープロ、印刷、製本、速記録の作成、トレース、模型製作、

計算処理（単純な電算処理に限る）、データ入力、アンケート票の

配布、資料の収集・単純な集計、電子納品の作成補助、その他特記

第129条 再委託 

１．契約書第７条第１項に規定する「主たる部分」とは次の各号に掲

げるものをいい受注者は、これを再委託することはできない。 

（１）調査業務における総合的企画、業務遂行管理及び技術的判断 

（２）解析業務における手法の決定及び技術的判断 

２．契約書第７条第３項ただし書きに規定する「軽微な部分」は、コ

ピー、ワープロ、印刷、製本、速記録の作成、トレース、模型製作、

計算処理（単純な電算処理に限る）、データ入力、アンケート票の

配布、資料の収集・単純な集計、電子納品の作成補助、その他特記

 

（修正） 

 

 

 

（修正） 
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神奈川県地質・土質調査業務共通仕様書(令和３年版) 神奈川県地質・土質調査業務共通仕様書(令和２年版)  

仕様書に定める事項とする。 仕様書に定める事項とする。  

第130条 成果物の使用等 

１．受注者は、契約書第５条第４項の定めに従い、発注者の承諾を得

て単独で又は他の者と共同で、成果物を発表することができる。 

２．受注者は、著作権、特許権その他第三者の権利の対象となってい

る地質・土質調査方法等の使用に関し、設計図書に明示がなく、そ

の費用負担を契約書第７条に基づき発注者に求める場合には、第三

者と補償条件の交渉を行う前に発注者の承諾を受けなければなら

ない。 

第130条 成果物の使用等 

１．受注者は、契約書第６条第４項の定めに従い、発注者の承諾を得

て単独で又は他の者と共同で、成果物を発表することができる。 

２．受注者は、著作権、特許権その他第三者の権利の対象となってい

る地質・土質調査方法等の使用に関し、設計図書に明示がなく、そ

の費用負担を契約書第８条に基づき発注者に求める場合には、第三

者と補償条件の交渉を行う前に発注者の承諾を受けなければなら

ない。 

 

（修正） 

 

 

 

（修正） 
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神奈川県 設計業務共通仕様書(令和３年版) 神奈川県 設計業務共通仕様書(令和２年版) 摘 要 

第 1102 条 用語の定義 

30.「書面」とは、手書き､印刷等の伝達物をいい、発行年月日

を記録し､署名又は押印したものを有効とする。ただし、管理

技術者及び調査職員の氏名並びに連絡先（電話番号）を記載

した場合は、署名又は押印を省略することができる。 

（１）緊急を要する場合は、ファクシミリまたは電子メールに

より伝達できるものとするが、後日書面と差し換えるもの

とする。 

（２）電子納品を行う場合は、別途調査職員と協議するものと

する。 

第 1102 条 用語の定義 

30.「書面」とは、手書き､印刷等の伝達物をいい、発行年月日

を記録し､署名又は捺印したものを有効とする。 

 

 

（１）緊急を要する場合は、ファクシミリまたは電子メールに

より伝達できるものとするが、後日書面と差し換えるもの

とする。 

（２）電子納品を行う場合は、別途調査職員と協議するものと

する。 

 

 

（修正） 

（追加） 

第 1108 条 照査技術者及び照査の実施 

２．設計図書に照査技術者の配置の定めのある場合は、下記に

示す内容によるものとする。 

（６）照査技術者は、特記仕様書に定める照査報告毎における

照査結果の照査報告書及び報告完了時における全体の照査報

告書をとりまとめ、照査技術者の責において署名のうえ管理

技術者に提出するものとする。 

第 1108 条 照査技術者及び照査の実施 

２．設計図書に照査技術者の配置の定めのある場合は、下記に

示す内容によるものとする。 

（６）照査技術者は、特記仕様書に定める照査報告毎における

照査結果の照査報告書及び報告完了時における全体の照査報

告書をとりまとめ、照査技術者の責において署名捺印のうえ

管理技術者に提出するものとする。 

 

 

 

 

 

（削除） 

第 1128 条 再委託 

１．契約書第６条第１項に規定する「主たる部分」とは、次の

各号に掲げるものをいい、受注者は、これを再委託すること

はできない。 

（１）設計業務等における総合的企画、業務遂行管理、手法の

決定及び技術的判断等 

（２）解析業務における手法の決定及び技術的判断 

第 1128 条 再委託 

１．契約書第７条第１項に規定する「主たる部分」とは、次の

各号に掲げるものをいい、受注者は、これを再委託すること

はできない。 

（１）設計業務等における総合的企画、業務遂行管理、手法の

決定及び技術的判断等 

（２）解析業務における手法の決定及び技術的判断 

 

（修正） 
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神奈川県 設計業務共通仕様書(令和３年版) 神奈川県 設計業務共通仕様書(令和２年版) 摘 要 

２．契約書第６条第３項ただし書きに規定する「軽微な部分」

は、コピー、ワープロ、印刷、製本、速記録の作成、翻訳、

トレース、模型製作、計算処理（単純な電算処理に限る）、デ

ータ入力、アンケート票の配布、資料の収集・単純な集計、

電子納品の作成補助、その他特記仕様書に定める事項とする。 

２．契約書第７条第３項ただし書きに規定する「軽微な部分」

は、コピー、ワープロ、印刷、製本、速記録の作成、翻訳、

トレース、模型製作、計算処理（単純な電算処理に限る）、デ

ータ入力、アンケート票の配布、資料の収集・単純な集計、

電子納品の作成補助、その他特記仕様書に定める事項とする。 

（修正） 

 

第 1129 条 成果物の使用等 

１．受注者は、契約書第５条第４項の定めに従い、発注者の承

諾を得て単独で又は他の者と共同で、成果物を発表すること

ができる。 

２．受注者は、著作権、特許権その他第三者の権利の対象とな

っている設計方法等の使用に関し、設計図書に明示がなく、

その費用負担を契約書第７条に基づき発注者に求める場合に

は、第三者と補償条件の交渉を行う前に発注者の承諾を受け

なければならない。 

第 1129 条 成果物の使用等 

１．受注者は、契約書第６条第４項の定めに従い、発注者の承

諾を得て単独で又は他の者と共同で、成果物を発表すること

ができる。 

２．受注者は、著作権、特許権その他第三者の権利の対象とな

っている設計方法等の使用に関し、設計図書に明示がなく、

その費用負担を契約書第８条に基づき発注者に求める場合に

は、第三者と補償条件の交渉を行う前に発注者の承諾を受け

なければならない。 

 

（修正） 

 

 

 

 

（修正） 
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神奈川県 共通仕様書(令和 3年版) 神奈川県 共通仕様書(令和 2年版) 摘 要 

様式 

 

様式 

 

（修正） 
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神奈川県 共通仕様書(令和 3年版) 神奈川県 共通仕様書(令和 2年版) 摘 要 

 

 

（修正） 
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神奈川県 共通仕様書(令和 3年版) 神奈川県 共通仕様書(令和 2年版) 摘 要 

 
 

 

 

 

 

（修正） 
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神奈川県 共通仕様書(令和 3年版) 神奈川県 共通仕様書(令和 2年版) 摘 要 

  
 

（修正） 

（削除） 
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神奈川県 共通仕様書(令和 3年版) 神奈川県 共通仕様書(令和 2年版) 摘 要 

  

（修正） 

（削除） 
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